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平成２０年１０月定例教育委員会会議録 

 

平成２０年度塩尻市教育委員会１０月定例会が、平成２０年１０月１７日午前９時３０分、塩

尻総合文化センターに招集された。 

 

会 議 日 程 

１ 開 会 

 

２ 前回会議録の承認 

 

３ 教育長報告 

  報告第１号  主な行事等報告について 

  報告第２号  １１月の行事予定等について 

  報告第３号  後援・共催について 

  報告第４号  平成１９年度決算評価について 

 

４ 議 事 

 

 

５ その他 

その他第１号 「早ね早おき朝ごはん・どくしよ」市民の集いについて 

 

６ 閉 会 

 

○ 出席委員 

委員長 百 瀬 哲 夫  職務代理者 丸 山 典 子

委 員 

教育長 

村 田 茂 之

藤 村  徹

 委 員 御 子 柴 英 文

     

○ 説明のため出席した者  

こども教育部長 御 子 柴 敏 夫  こども教育部次長 加 藤  廣

   （教育総務課長）  

こども課長 （ 欠 席 ）  こども担当課長 山 地 幸 男

家庭教育室長 

生涯学習部長 

（ 欠 席 ）

大 和 清 志

 家庭教育室主任 

生涯学習部次長 

（社会教育課長） 

柳 澤 玲 子

白 木  進

生涯学習部次長 

（平出博物館長） 

小 林 康 男  短歌館長 畠 山  伸

図書館長 （ 欠 席 ）  スポーツ振興課長 竹 原 次 男

男女共同参画課長 山 田 昭 文  人権推進室長 小 穴 利 美

 

○ 事務局出席者 

教育企画係長 青 木  正 典    
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１ 開会 

百瀬委員長 それでは定刻を過ぎましたので、ただ今から１０月の定例教育委員会をはじめます。

よろしくお願いいたします。村田委員が遅参をするということですのでお含みいただきたいと

思います。課長から一言お願いいたします。 
加藤こども教育部次長（教育総務課長） 本日の定例教育委員会がございますけれども、家庭教

育室の小澤が出張で、県外からの視察対応ということで本日欠席させていただきまして、代理

で柳沢が出席させていただいておりますので御紹介申し上げます。また、本年度の１０月１日

の人事で異動ということでございます。一言お願いします。 

柳澤 １０月１日付けで健康づくり課より異動してまいりました保健師の柳澤と申します。よろ

しくお願いいたします。 

 

２ 前回会議録の承認 

百瀬委員長 はい。ありがとうございました。それから、内野図書館長は欠席ということです。

それでは、次第に従いまして２番前回会議録の承認をお願いします。事務局から説明をお願

いします。 

青木教育企画係長 ９月定例教育委員会の会議録でございますが、現在、確認をしていただいて

いる 中でございますので、次回１１月の定例教育委員会の終了後に御承認ということでお願

いしたいと思います。 

百瀬委員長 はい。ありがとうございました。委員の皆さんよろしゅうございますか。それでは、

よろしくお願いいたします。次第の３番、教育長報告に入ります。はじめに教育長から総括的

にお願いいたします。 
 

３ 教育長報告 

藤村教育長 おはようございます。先日、須坂市で市町村教育委員会研修総会が行われたわけで

すけれども、教育委員が全員出席をさせていただきました。５つの分散会に分かれまして、そ

れぞれの分散会に一人ずつ出席しました。また、内容等について、お互いに情報交換の必要が

あれば、協議会で出していただければ良いかと思います。資料等は各教育委員会に一揃いとい

うことだったわけですけれども、それを集めるということができなかったものですから、口頭

で何かあれば、そのようにできたらと思っております。 

  それから、作家の曽野綾子さんの講演がございました。それぞれ、受け止め方はいろいろか

というふうに思いますけれども、私が少し感じたことについて、若干、触れさせていただきた

いと思います。それは、「教育は強制からはじまる」という話でありました。子ども自身が納

得してモチベーションを持たない限り、どのような行動をとらせても、すなわち強制しても成

長の糧とはならないだろう、というようなことを言う人がいるわけですけれども、曽野さんは、

これは明らかな間違いだということで、教育というのは程度の差こそあれ、強制からはじまっ

て自発性を目覚めさせるというふうに言っています。強制からはじまって自発性を目覚めさせ

るということは、具体的にどういうことかというと、自分の体験を話されたわけですけれども、

小学校１年生のときに作文と体操だけが大変悪かったというふうに言っていました。そこで、

作文の個人教授を受けさせられたそうです。家庭教師のようなものだと思いますけれども、親

が作文の指導者をつけて強制的にレッスンを受けさせられたというわけであります。それと同

時にピアノも強制的に習わされたと言っていましたけれども、ピアノはどうしても好きになれ

なくて、好みに合わずに中断したということです。作文は強制的に練習をさせられ、そのうち
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にだんだん好みに合うようになって、 終的には、曽野綾子さんは作家になったということで

す。このように強制のかたちで始まったことでも、曽野さんは、 終的にピアノは途中で自分

の意志で合わないということでやめた。しかし、作文は自分にだんだん合ってきた、好きにな

ったということで、 終的には作文を続けて、ついには作家になる状況になったということで

ありました。自発性が目覚めさせられ、結局、自分で選択して納得できるものは継続して作家

になった。納得しないものは中断するという、こういうことが先の強制からはじまって自発性

を目覚めさせられるという意味ではないかと思うわけですけれども、そのようなお話をされま

した。この話を聞きながら、前に曽野綾子さんが書いた本を読んだことがあるのですが、躾に

ついてもやはり強制をしなければだめだというお話を思い出したわけです。例えば、子どもは

お辞儀の仕方から時候の挨拶まで、あるいは、食事の前に手を洗うとか、いろいろ躾けること

があるわけですけれども、親に言われたことを 初は意味もわからずにしぶしぶ真似をしてい

る。自発的に納得したものではないけれども仕方がなく従っている。そのうちにお辞儀、挨拶

というのは一体どういう意味なのか、やはり人間関係を築いていく基本になるのだというよう

なことが段々わかってきたり、食事の前に手を洗うのを言われたからやっていたけれども、

段々と後で病気から身を守ることだというようなことがわかってくる。やはり躾というものも、

そのように考えたときには 初は強制からはじまるということではないかなというふうに納

得をするわけです。曽野さんについてもう一つ有名なのは、子どもたちに体験学習をさせる、

奉仕活動をさせるということです。これは曽野さんが教育改革国民会議に所属していたときに

答申として、そのようなことを提案したということですけれども、子どもたちに学校で生徒た

ちに奉仕活動を義務付けるということを提唱したことに対して、大きな議論が巻き起こったと

いうことです。反対の事由は自発性のないものは教育的ではない、無理矢理やらせる、強制す

るのは教育的ではないという意見。あるいは、強制してやらせることは個性重視の教育とは反

対の方向だというようなこととか、さらに、戦時中の動員を思わせるというような反対意見ま

で出されたわけです。曽野さんは一貫してそういうことを主張していたわけですけれども、や

はり我慢することとか他人への思いやりというようなことが、今、子どもたちに欠けている中

で、そういう力を付けさせるためには、強制的な奉仕活動も必要ではないかというわけです。

曽野さんのこの提案に対して反対した一つの理由は、ボランティアと奉仕活動を混同している

のですね。ボランティアと奉仕活動はどこが違うのかというと、ボランティアというのは自分

の意志で何かをやる。例えば、 近、アフガンで農業指導をしていた伊藤さんという人が殺害

されたということですけれども、伊藤さんという方は人生をかけた深い選択の結果、アフガン

に行って農業指導をして、アフガンの人たちが豊かな生活ができるようにという、本当に人生

をかけた中で行うことがボランティアです。奉仕活動というのは、そうではなくて、曽野さん

が提唱しているようなことではないかというふうに思いますので、ボランティアは強制でやり

なさい、アフガンに行って農業指導しなさいといってできるものではないわけで、そういうと

ころの違いかなというふうに思うわけです。曽野さんは、とにかく強制からはじまるというこ

とも非常に大事なことだということを主張していらっしゃいました。お話を聞く中で一面的な

部分ですけれども、そのようなことを感じました。また、この講演からいろいろ感じられたこ

とがあったら、話題にしていただけたら良いと思っています。以上です。 

 

○報告第１号 主な行事等報告について 

 

百瀬委員長 はい。ありがとうございました。それでは、報告第１号から４号までございますが、
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第１号、主な行事等報告についてお願いいたします。生涯学習部関係だけですか。お願いしま

す。 

白木生涯学習部次長（社会教育課長） それでは、１ページをお開きいただきたいと思います｡

９月６日から１１日まで今村幸治郎の色鉛筆の世界展を図書館が担当しまして開きました。総

文の講堂で行いましたけれども、これについては、えんぱーく開設のプレ事業として、外国で

も有名な今村幸治郎さんの作品５８点の展示をいたしました。県内外から大勢の方がお見えに

なりまして、総勢参加者１，４７１人ということですけれども、来場をしていただきました。

特に、７日の日曜日には、今村氏本人が来まして絵画教室を開きました。その際に、ワインの

ラベルをイメージした作品を参加者に描いてもらいましたので、これについては、後日、展示

会の予定をしています。 

それから、９月２７日、２８日の両日、特に２７日については、第２２回全国短歌フォーラ

ムｉｎ塩尻のフォーラムが開かれました。これについては、今年、特に特徴的なものとして、

塩尻の地域ブランドでありますところの短歌と、そば切り発祥の地が塩尻であるということで、

そばの食べ歩きコーナーを設けました。これで、大勢の、全国からのお客さんをもてなしたと

いうものであります。作品の関係なのですけれども、一番上が 優秀１点から入選作までで、

表彰されたものは全部で４６作品があるのですが、このあとに奨励賞というものもありまして、

総勢で１００近くあるのですけれども、上位４つの表彰数、４６作品のうち、塩尻市民の受賞

者は１１人ということで、昨年の５人と比べると倍増したというようなことです。これによっ

て、市民の短歌のレベルというのが推し量れるのではないかなというふうに思いますし、今年

については特に多かったのかなというふうに思います｡そばについては、５つのブースができ

まして、全部で１，０５１食、平均で１つのブースで１００食は売れました。１００が多いか

少ないかということなのですけれども、一週間後の１０月４日ですけれども、環境と食と生活

フェアでもそばブースを１点開設いたしました。この際には５０食しか売れなかったというこ

とですから、そういうことから見ると、初回としてはかなり良かったのではないかと思ってい

ます。翌日については、短歌の里巡りに３６人、宿場町とかぶどう狩りを楽しむ奈良井宿コー

スに３５人、合計７１人の方がみてある記に参加をしていただいて塩尻の良さを満喫していた

だいたのではないかと思います｡土曜日の参加者については、８００人から１，２００人の方

がレザンホールを訪れたと思っています。特に、ことしの講演は新井満さんでしたので、若干、

また毛色も変わったかなというふうに思っております。 

２８日の短歌大学の第７０講が行われました。これにつきましては、短歌フォーラムの選者

である岡野先生に翌日も残っていただきまして、みてある記とセットをさせていただいたとい

うことです。源氏物語と歌の講演をしていただいたということです。この中では、総勢８６人

が参加をしていただきました。先生のおっしゃったことでは、短歌の世界の表現的なものは女

性のほうの力がとても大きい、というふうなお話を主にされました。 

１０月４日土曜日ですけれども、男女共同参画課が担当しまして、女と男２１世紀セミナー、

塩尻のまちづくりを考える講演会が開かれました。参加者は１３０人です。これは、ワーキン

ググループの女と男２１が企画をしたものでございまして、塩尻のまちづくりを考えるという

題で日本政策投資銀行の藻谷浩介さんのお話をお伺いしました。これからの少子高齢化時代の

中では、労働力不足を補うには女性の社会参加が特に重要ではないかというようなお話を、い

ろいろな数字、特に銀行的な数字ですとか、経済面の商業ベース的な数字を駆使しましてお話

をしていただき、参加者には大変参考になったのではないかなというふうに思っております。

以上です。 
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百瀬委員長 はい。ありがとうございました。質疑、御意見等ございましたらお願いします。 
丸山職務代理 今村幸治郎さんの世界展ですけれども、参加者数を見ましても図書館のイメージ

アップに貢献したことと思います｡１０月１６日の新聞に貸出数が１３パーセント増えたとい

う記事が載っていましたけれども、なかなか、図書館がわかりにくいということもある中で、

足を運ぶきっかけになったのではないかなと思いますので今後も期待したいと思います｡ 

  それから、短歌フォーラムですが、みてある記は予約のみということで、実際にフォーラム

の当日に御案内がありましても、予約者のみで参加できないという説明でした。もしかすると、

岡野先生にお会いしてお話を聞いて新たに参加したいと思う方もおられるかと思いますので、

もし、枠があるのであれば、当日の参加も多少の余裕があっても良いのかなと。せっかくフォ

ーラムで御紹介するのであれば、予約のみで当日は行かれませんというのではないほうが良い

と思いました。それから、私の希望ですが、学生の部で小島ゆかり先生が、またご出演される

と思いますが、俵万智先生にすごく良く似ていらっしゃるもの言いなので、ぜひ、どこかで講

演といいますか、子どもたちに向けての講演などの企画も短歌を広げる意味でも良いのではな

いかなと、感想ですが思いました。 

御子柴委員 直接、食べたことではないのですけれども、そばブースが出たということで、私も

何食かいただきまして、大変好評だったなという印象を受けました。赤羽さんでしたか、一流

の人が作っている姿をみさせていただいて、それを食べさせていただくというのが良いなと、

すばらしい味だったなという感想です。 

村田委員 遅れてきてすみません。短歌フォーラムの関係に参加させていただいて、そういう分

野に決して造詣があるわけではないのですが、新井満さんが短歌と音楽を融合されていました。

どうすれば底辺拡大ができるかなということで、先日、テレビを見ていたのですが、例えば、

紅葉を見に行って、そこで写真を撮る。そのときの気持ちを俳句にする、歌にするということ

で、結局、メディアの複合化ということだと思うのです。そうすることによって、音楽と短歌

の融合ということに対して、写真プラス何とかという、そういうような複合戦略をとっていけ

ば、もっと底辺が拡大する可能性があるのではないかなというふうに思います。初級レベルと

いいますか、たぶん、歌には奥深い、文字を通して、いろいろと連想する部分があると思うの

ですけれども、今のメディア文化を考えたとき、複合性の中で、ピラミッドの底辺の部分を拡

大できる可能性があるのであれば、そのようなことも企画されていけば良いのではないかと。

先日、ある会でお話を聞きましたら、もうすでにやっているよというようなお話もあったので、

そういった部分はもっと露出できるような工夫をしていったらどうかというふうに思いまし

た。感想ですけれども。 

百瀬委員長 また、実行委員会等で、今出たような意見を反映させていただければありがたいと

思います｡よろしくお願いいたします。 
 

○報告第２号 １１月の行事予定等について 

百瀬委員長 それでは、次に進みます。報告第２号になりますが、１１月の行事予定についてお

願いいたします。 
加藤こども教育部次長（教育総務課長） ２ページでございます。報告２号、１１月の関係でご

ざいます。まず、教育委員会関係、教育総務関係でございますけれども、１日、「早ね早おき

朝ごはん・どくしょ」市民の集い、レザンホール中ホールということで、教育委員さん全員の

御参加をお願いしたいと思います｡また、３日は文化の日ということでございまして、これに

関わって文化祭等も開催されてくるわけですけれども、中でも午前１１時からでございますが、
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市長表彰式が行われますので、教育長の出席をお願いします。５日につきましては、技能褒賞

ということでございまして、教育長の出席をお願いします。また、６日でございます。小学校

の合同音楽会が午前９時半からレザンホールにおいて開催されます。これについて、教育委員

さん全員の御参加をお願いしたいと思います｡一つ飛びまして、都市教育委員会研修というこ

とでございまして、松本市において開催されるということでありまして、教育委員さん全員の

御参加をお願いいたします。７日についてでございます。１０時半から県市町村教育委員会連

絡協議会役員会ならびに代議員会ということでございまして、長野市教育センターということ

で教育委員長さん、また教育長の出席をお願いしたいと思います｡また、１０日の夕方でござ

いますけれども、市町村教諭・校長・教頭組合三者懇談会ということで、松本市において開催

されます。委員長さん、教育委員長さん、教育長の御出席をお願いします。続いて、飛びまし

て、１７日でございます。租税教育標語の表彰式ということでございます。これにつきまして、

教育長の出席をお願いします。１９日でございます。市ＰＴＡ連合会の教育行政懇談会という

ことと、併せて、終了後に懇親会ということでございます。教育委員さん全員の御出席という

ことで御要請をしたいと思います｡また、２１日は定例教育委員会ということでございます。

２６日でございますけれども、市民交流センター関係の先進視察ということで教育長が北海道

恵庭に出張ということでございます。２７日でございます。市町村教育委員連絡会の会議と

個々面接ということで、委員長の出席を松本合同庁舎でございますけれどもお願いするという

ような行事日程になっておりますのでお願いしたいと思います｡ 

白木生涯学習部次長（社会教育課長） １日から３日まで市民文化祭の展示発表が開催されます。

１日午前８時４５分から開会式を行いたいと思いますので、お時間が許せば出ていただきたい

というふうに思っております。それから、３日です。午前９時半から展示発表の部がレザンホ

ールを中心に行われます。午前１０時からは市民文化祭の展示発表の表彰式を体育館で行いた

いと思いますので、教育委員さんの御出席をお願いしたいと思います｡１０日の月曜日の午後

７時からですけれども、飛び込み市民会議がはじまります。これは塩尻東地区です。なお、こ

れにつきましては、私ども生涯学習部の体育館建設について市民の考えを問うということです。

これで、全地区すべて回りますけれども、１１月１０日が第１回目ということです。１１月に

は、このあと、２０日に楢川地区、それから、２５日に大門地区で同じような飛び込み市民会

議が開かれます。１４日の金曜日から１５日まで縄文サミットが宮城県の東松島市で行われま

す。これは昨年、塩尻が縄文サミットの主会場をやり、今度は宮城県東松島市まで行くという

ことです。教育長さんの御出席を予定しております。１５日土曜日、午後１時半からですけれ

ども、豊かな心を育む市民の集い、これは、人権推進室ですけれども、男女共同参画課とこど

も課の３課で共催をする事業で当番が人権推進室になります。レザンホール中ホールで行いた

いというふうに思います｡皆さんの御出席をお願いしたいと思っております。 後になります

けれども、２９日午後１時から、第２回全国短歌フォーラム塩尻の学生の部ですけれども、昨

年に続きまして２回目になりますが、レザンの大ホールで行いたいというふうに思っておりま

す。今年は広丘小学校ばかりでなく、吉田小学校についても御参加いただけるというふうに予

定をしております。以上です。 

百瀬委員長 はい。ありがとうございました。１１月は、割合、いろいろありますね。何かござ

いますか。よろしいですか。では、次へ進みます。 
 

○報告第３号 後援・共催について 

百瀬委員長 報告第３号、後援・共催についてお願いいたします。これは、それぞれこども教育
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部関係から。 

加藤こども教育部次長（教育総務課長） それでは、３ページでございます。報告３号でござい

ます。後援・共催につきまして、１件、後援の要請がされております。笠原学園の書道展とい

うことでございまして、毎年、問題なく後援をさせていただいてございますので、よろしくお

願いいたします。 

白木生涯学習部次長（社会教育課長） ４ページでございます。社会教育課関係では５件、スポ

ーツ振興課関係では２件ということでございます。合計７件です。おのおの、例年、定例的に

お願いしているものでございますので、よろしくお願いいたします。 

百瀬委員長 何か質問等ありますか。よろしいですか。ありがとうございました 

 

○報告第４号 平成１９年度決算評価について 

百瀬委員長 それでは、次に報告４号、平成１９年度決算評価についてお願いいたします。事務

局から説明をお願いいたします。 

御子柴こども教育部長 続きまして、５ページの資料ナンバー４と振ってあります資料をお出し

いただきたいと思いますが、まず、冒頭で、平成２０年度施策評価、それから平成１９年度（決

算評価）ということで、今回御報告するわけでございますが、８月の教育委員会の際に、９月

議会の決算に係わりまして御報告を申し上げましたが、その際に、具体的な事業の施策として

どうなのだと、こういうものについては追って御報告するということでお約束してありました

のが、今回のこれでございます。この関係につきましては、昨年まで、こういうかたちで教育

委員会に御報告していなかったと思いますが、実は、御承知のとおり、平成１９年で教育三法

が改正になりまして、平成２０年の４月１日から施行になりました三法の一つであります地方

行政、教育行政の組織及び運営に関する法律の改正に伴いまして、教育委員会の活動の自己点

検ならびに評価をいたしまして、議会に報告をすることが平成２０年度分から求められました。

従いまして、これの対応の仕方につきましては、今後、教育委員会でも御協議いただく場を取

りたいと思っておりますが、過日も、長野県の都市教育長会議が開かれまして、その議題の中

にも、これをどういうかたちで教育委員会としての自己評価をして、それに第三者評価を加え

て、議会にはどういうかたちで報告をしていくかと。これについて、研究協議がされましたが、

すでに義務付けされる前に、これに近いことをやっておられるところが、これから御説明しま

す行政のいろいろな各分野の施策なり政策がございますが、それの自己評価をして、その教育

の分野をそのままといいますか、若干、加工しまして提案しているようなところもあります。

長野県は、あとで申し上げますが、教育振興計画の素案を、パブリックコメントを求めている

中だと思いますが、これらの策定について、それに係わる教育の懇談会を作りまして、その

中の一つに、これも第三者委員会というようなことでやっておりますので、うちもどういうか

たちでやりますか、そのような意味で今回は、各施策につきましては、それぞれ各担当所管の

課長から御報告申し上げますが、今まで私どももやってきたかたちのものを少し丁寧にお話を

させていただきまして、今後の協議をする際の参考にしていただければというようなことでご

ざいますので、資料がいろいろありまして厚いのですが、時間を貸していただければと思いま

す｡その次のページを御覧いただきたいと思いますが、６ページ、７ページを開いていただき

たいのですが、そこにいろいろ書いてございますが、左下の図を私から説明いたしますが、真

ん中にあります基本計画、これは、５年に１回ずつ市が総合計画の前期計画という、今は前期

ですが、年度からいきますと平成１７年から平成２１年まで。この基本計画が来年で５年にな

りますので、このあと平成２２年から平成２６年の計画をどういうかたちにするかというのが、



 - 8 -

来年の市全体のテーマでございます。これについても、生涯学習部を含めまして教育委員会の

所管の分は係わってくるわけでございますが、この計画が、計画から実施、評価見直しと、こ

れがＰＤＣＡで、これを回してやっていく。これを、総合計画で平成１７年度からのスタート

のときに、平成１６年度に作りました。とかく、行政は看板を掲げてある程度時間が経つと、

また違う看板を掲げ直して、新しいもの新しいものということで、今までやってきたのは、ど

のように評価して更に反映するシステムを作らなければいけないということで、これは世の中

の大きな流れでございまして、計画の中にも実施計画や予算とかいろいろありますが、その中

身をあとで御説明するために、本日の資料を作りましたので、そちらを見ていただきたいので

すが。これをざっと説明いたします。これの一枚目でございますが、継続的改善の仕組みを確

立いたしましょうと。これは、基本構想の中で、どのような良い施策をやっても、それをどう

やって実現するのだという話が一番 後に書いてあります。特に、下から３行を御覧いただき

たいと思いますが、基本構想、塩尻市の構想は、自立と創造、田園都市ということなのですが、

これを実現するためには、行政が責任を持って取り組むことと、協働でやることと、具体的に

示して、中長期的な達成目標を設定するということで１１７項目を設定してございます。あと

からの各課長の説明の中にも目標の指標が出てまいりますが、それを設定したら、継続的に毎

年どうなっていくかというのを評価、改善を実施して展開していきましょうと。それが、こう

いう意味でございます。これを、今から４年前に宣言したわけでございます。それを実行して

いれば、先ほどのところでございますが、次のページを御覧いただきたいと思いますが、承知

しておられる方には二番煎じなのですが、総合計画を具体的にどうやって進行管理をするかと

いうことが、２ページを横にして見ていただきますと、左上に、基本計画の中に７０の施策が

掲げてあります。その中にも教育関係に係わるものはあとで申しますが、十数項目あります。

これを、７月の段階で庁内でチェックをいたしまして、理事者も含めまして、右の矢印に行き

まして、行政改革推進委員会とございますが、これは、公募の委員の方も３名ほど入っており

ますが、議会や有識者も含めておりまして、ここのチェックを受けまして評価をしたものが、

本日、御説明をするものでございます。これを、どうするかといいますと、左の矢印にありま

すように、これから実施計画を作っております。実施計画というのは、これから３カ年、何を

主に重点的にハード事業、お金のかかる事業を中心にやるのか、それと同時に１１月から予算

編成に入りますので、それを反映すると。例えば、ことしは平成１９年度の決算を打ちまして、

施策評価がありますが、これは１年遅れでありますが、平成２１年度の施策には反映していき

たいということでございまして、それを表に書いてありますのが下でございます。これは、わ

かるようでわかりにくくて申し訳ありませんが、４月からカレンダーで書いてありますが、仕

事は４月から始まりますが、実際に始まるのは、９月、１０月、１１月、１２月のアクション

の見直しの中に、実施計画予算編成がございます。これがはじまりますのが、実質は秋から。

今からなわけです。そのへんで、それぞれ、年間動いているわけでございます。余談ですが、

人事異動が１０月のスタートで、部長等が変わるというのは、このへんの主旨に重きをおいて、

計画のスタートからまた新たな体制と、こういう意味を市長は申しております。次のページを

御覧いただきたいと思います｡３ページです。これは、行政改革の推進委員会というのは、名

前からいけば塩尻市としての行政改革をどうするかというので、それもＰＤＣＡを回しましょ

うということなのですが、塩尻市の場合は、経費節減だとか、そういう重点ではなく、総合計

画を実際に実行するためのチェックも行政改革推進委員会にやってくださいということで、こ

ういうものを企画課で出しているものでございまして、特に、ＤＯのところの下の進行管理に

事業通知表、施策評価表が、手書きで書いてありますが、事業部通知表というのは、ことしか
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らはじまっているのですが、施策評価は平成１８年からやっております。これを含めまして、

大きく行政改革と捉えているということでございます。一番 後、裏のページが、今年からは

じまりまして、各部、課の係で、いくつも事業をやっているわけですが、重要な事業を一つ抽

出して、それを進行管理していけということでやっている様式でございます。これも、追って、

来年の４月の段階では評価をいたしまして、この教育委員会へ御報告、または御相談するかた

ちになるかと思いますので、よろしくお願いいたします。今日の資料は、そういうことで御説

明申し上げました。 

６ページ、７ページに戻っていただきまして、７ページの下に今の基本計画の図が書いてご

ざいます。一番上に都市像がありまして、三角形が描いてありますが、基本政策が６つ。教育

委員会に所管しますのが、このうちの第一章、豊かな心をはぐくむ教育文化のまちをつくりま

しょうと、これが基本政策の大綱でございます。それ以外に関係しますのは、第四章、安全で

機能的なまちをつくる、これは特に学校関係等もまわりまして絡んでおりますが、メインは第

一章でございます。この中で、来年は教育委員会として、どういう評価の仕方をするかという

ときに出てまいりますのは、各市町村、各県もそうなのですが、事務事業の評価を１９８拾い

上げてありますが、これをやるのか、施策評価７０を主体的に評価するのか、それとも、もっ

と大雑把に、大きく見て政策２４施策を評価するのかという、このへんのところで、それぞれ

分かれます。これは、実際に作業をやるコストと成果との絡みで、市民にわかりやすいという

話ですと、施策、または事務事業でやらなければいけませんので、塩尻市でいけば７０か１９

８のどちらかをやるかたちをしないと、市民の皆さんに満足していただけない部分があろうか

なと。事務事業の部分については、今のところ、各係が一つぐらい拾ってやってみろというこ

とで、今年からはじめています。上の７０施策については、平成１８年からやっているわけで

す。これからの今日の報告は、その次のページからなのですが、開いていただいたいと思いま

す｡次のページから１０ページまでは、のちほど、各課長が説明します施策表の、それぞれの、

どのようなかたちで評価したかという説明を挙げておりますので、あまり詳しくは申し上げま

せんが、まず、８ページのところにつきましては、評価をどのようにしたかということで、一

つは、目標の指標を掲げてございますので、それの達成度がどうであったかというのが、「ア」

です。それから、指標は別にして施策全般的に見て達成度がどうであったかというのを、各部

課で評価いたしまして、理事者とも話をして理事者の意見も入れて、施策全般の評価、それか

ら９ページの右ですが、今後の方向性につきまして、主に、のちほど御説明を申し上げます。

その下の財源人材、１０ページのアウトカム、それから市民の評価、これらにつきましては、

もちろん決算などは数字で確定したものを入れてありますが、市民の評価につきましては、毎

年、無作為抽出で１，２００人にアンケートを取りまして、回収率は４０パーセントから５０

パーセントなのですが、その方の意見を表しているのが、あとで示します帳票のグラフでござ

います。その見方を解説しているものでございますので端折らせていただきます。評価の結果

はのちほど申し上げます。１１ページの行政改革推進委員会の意見ですが、この部分だけ御説

明いたします。実は、この内容のものを理事者まで庁内評価したものを、行政委員会に御説明

したわけです。実際には、７０施策の帳票を全部１個ずつやるわけにはいきませんので、行政

改革の委員長さんほかの意見で、もちろん事前に見てきていただきまして、全体の意見として

出ていますのが、６番にありますカッコ１、２、３の意見でございまして、指標をもっと適正

化してほしいと、これから御説明します中で、各委員さんの皆さんの中にも、これは本当に適

正な物差しなのかという疑問もあるかと思いますが、それにつきましては、２行目にございま

すように、行政活動が反映されないもの､市民にわかりにくいもの、施策評価に適さない指標
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があるものという御意見でございまして、これについては、言ってみれば、行政の内部で執行

管理する上の指標と、市民が見ていて進行管理できるようなもの、この２つを分けなければい

けませんねということで、これについては、先ほど申し上げましたように、平成２２年からの

後期の計画をつくる時期になってまいりますので、その際に、大幅な見直しなどをやる必要が

あろうかなと。今までも、平成１８年に一度見直しをかけております。けれども、なかなか難

しく、適切な物差しを設定しにくいというというのがございます。それから、２番目は、達成

率と達成度で、達成度というのは何で測るかという問題でございまして、そのへんの意見が少

しございました。あとで見ていただく中では、２５ページを見ていただきたいと思いますが、

行政改革の委員会の意見というので、一つだけ、女性登用の採用について検討されたいと、こ

れは行政改革の意見ですが、ほかは、どのページを見ていただいても、行政改革の意見のとこ

ろは内部評価のとおりとなっていますが、意見としては、今の１１ページの３つに集約される

かたちで報告になっておりますので、一応、御報告しておきます。 

  それでは、少し戻っていただきまして、あとは、１５ページ。一番は、各施策が総合計画で

掲げたものについて、どのくらい達成しているかどうかということでございまして、１５ペー

ジからにつきましては、１４ページにございます第６章までの施策を全体で総括したものでご

ざいますので、教育委員会に所管する部分につきましては、次の１６ページ、１７ページを御

覧いただきたいと思いますが、その中で、トータルといたしまして､１６ページの上、仕様の

達成度評価ということで、一番上の欄、豊かな心をはぐくむ教育文化のまちについて、各項目

を集計したのが上で、目標を達成しているというのが２２パーセント、目標に向けて順調に進

んでいるというのが７８パーセントというようなかたちで見ていただければと思います｡それ

を、それを指標の物差しとして表にあらわしたのが下の段でございます。右の１７ページは、

これを図解したものでございまして、このようなかたち。次のページ、１８ページ、１９ペー

ジは、施策全般の達成度について、同じようなかたちで集約したものの一番上の段が、教育委

員会の所管の主な部分でございますので、そういうふうに見ていただければと思います｡ 後

の２０ページは、この前、委員長さんでしたか、追って、人件費等の分析をきちんと開示した

ものがほしいという話でございましたが、これは、実質、費用対効果の部分でございまして、

特に、これから来年の予算等を作成していく中で特に、教育委員会、人が基本でございまして、

人件費と効果、効果はなかなか数字にできない中で、どうやって効率的に回すかという部分に

つきましては、公表になっているのは、こういうかたちで、その先を突っ込んだ検討は、これ

から、それぞれの部で検討して予算の中で反映をさせていければと思っておりますので、よろ

しくお願いいたします。総論の説明はこのくらいにさせていただきますので、よろしくお願い

いたします。 

あとは、次のページから、主に右側の施策の評価の部分を中心に、それぞれの所管の課長か

ら説明申し上げますのでよろしくお願いします。 

百瀬委員長 はい。ありがとうございました。ここまでのところで、委員の皆さんから質問等ご

ざいましたら出していただけますか。 

村田委員 この取り組みについては、私もこういうものがあるべきだとことを、ずっとお話して

きたので、これがかなり具体化したのではないかなということで、ありがたいなということで

申し上げたいと思います。このＰＤＣＡへ回すというのは、ある意味で手段ですね。何のため

にこれをやるかというところの共通理解に立っているかどうかということが、まず重要だと思

いますし、それをやらなければいけない背景に何があったのかというところは、本当に皆さん

で共有化できているかどうかということです。目的があって手段ですから。先ほど言われたよ
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うに、民間では、ＩＳＯとかを取得しますと、それを継続するために膨大なマンパワーがかか

ってしまうわけです。管理のための管理をやってもしょうがないわけであって、そのためにい

かにシンプルなかたちで、こういったものが評価できるかどうかということもできますと、マ

ネージメントの仕組みなのだけれども、本質は、そこの土壌なのです。コンテキストなのです。

職員の方全員がこういう意識でいるかどうかということが 大の問題なのです。そのためには、

まだ数年かかるでしょう。そのへんを、大きなスパンで意識されて、こういったものの定着、

たまたま県の係わったことがあるのですが、結局、指標化とかしますと、必ず陰で、あんなの

をやったってなんとかとか、変な声が聞こえてきます。指標の取り方がおかしいとか。そのよ

うなレベルだと多分進みません。これだけやるのであれば徹してやる、というくらいの気持ち

がないと進みません。今までのところではなくて、これからこういうマネージメントシステム

を作るのだというようなところの足並みが揃わないと多分ガタガタになるという気がします。 

  もう一つ、このへんの御苦労については評価させていただくとともに、これを定着させると

いうことはいかに大変かということです。こちらも理解しているし、そのへんを注意していく

必要があるのではないかと。先ほどのお話の中で、ＰＤＣＡを回すのだけれども、チェックを

かけて次に生かすのは翌々年というお話、はっきり言って笑ってしまいます。というのは、結

局ＰＤＣＡの中で、どれくらい、どの部分に時間をとるかと。翌年に繋がるようなかたちにも

っていかないと、多分これは意味がないです。今日は叩きますので。計画だけ作っているのは、

私のいた企業ではプランプランと言います。プランプランな仕事をやるなと。計画だけ作って

仕事をやるなと。そういう意味で、本来は、Ｐの骨格を、いかに早くターゲットを絞るかとい

うことと、ＤＯです。ＤＯにいかに時間をかけられるか。というようなことからすると、今の

年間のスケジューリングは少しおかしいというような気がします。これも、多分すぐにはでき

ないでしょう。次の課題として考えてください。 

  もう一つ、この中であったのは、政策の中でも、行政全体で評価するものと市民評価で、先

ほど、アンケートを取りますというお話がありました。多分、これはこのままでいくと正確な

指標は取れないと思います｡というのは、いろいろな施策が、すべての市民共通ではないので

す。たとえば、地域的な偏在があったり、年代的なものがあったりするわけです。ですから、

この市民評価の方法については、基盤になる仕組みとして、ワンセット上のものを作らないと、

これからまともなＰＤＣＡになっていかないと思います｡市民の声を聞くという、このへんは、

いろいろなアクションの中でもやられていると思うのですけれども、この手法だけでは多分無

理です。対象が広すぎます。ぼやけた回答しか出てきません。もしくは、遅延を持った回答し

か出てきません。もっと直接的なところに絞れるような声を聞く仕組みを考えていく必要があ

るというふうに思います｡先ほど言った、これをいかに行政の職員一人ひとりまで共通認識に

立てるかという話になりますと、民間では、今、可視化、とか、見える化という言葉がいわれ

ています。進捗度合いをみる化とか。そういったものに対するレベルアップというものも必要

になるような気がします。しつこいですが、私のまとめとしては、本当にアイディア普遍的な

マネージメントシステムではあるのですが、それをやるためには組織の土壌が必要です。さっ

き言いましたが、コンテキストという話をしました。本当にそういう意識に立てるかどうかと

いうところ。これは５年、１０年かかるかもしれないけれども、そういう中で育んでいってい

ただきたいということで意見のまとめとさせていただきたいと思います｡ 

御子柴こども教育部長 お答えといいますか、私の今の説明のところで少し足りなかったところ

で誤解をされている部分もあります。行政が努力している部分、３つほどお話させていただき

ます。まず、一年遅れではだめだというお話ですが、これは、今日、お配りしました資料の２
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ページ目を見ていただきたいと思います｡時間がなかったので端折ったのですが、実際にやっ

ておりますのは、きょうやっています施策評価、これはどうしても市民の意見までを入れて反

映してやっていくと、完全に１、２年後れになってしまうのです。これは、行政改革委員会の

中でも議論が出ましたが、これはやむを得ないと。しかし、それ以外に、各事業部の目標設定

から事業の通知表、これは、３カ月または６カ月で、中間の進行管理をしまして、外には出し

ませんが、今年のものも中間評価をして、例えば、ことしやっている事業のもので、これは少

しこの次はというものは、すぐに次の年の予算や、それぞれに反映するかたちであって、そう

いうシステムは可能な限りとっていますので、そういうことだけは御理解いただきたいと思い

ます｡ 

  それから、市民満足度の調査、これは、今のやり方では少しぼやけてしまうというお話があ

りましたが、これは、行政改革推進委員会の中でも、もう少し具体的な質問項目を工夫しろと

いうことがありましたが、これも限界があるのかなと。教育委員会としてどうするかという問

題ではなくて、市全体でやっている中の教育委員会の部分を、これから御説明しますので、今

後、教育委員会として焦点を絞って、そういうものをやるとすれば、これは塩尻市の中の総合

計画の中の教育分野として捉えているわけですが、長野県が教育振興計画を作っておりますよ

うに、市町村も努力義務で教育振興計画を作れということになっておりますので、そういう教

育施策をきちんと明らかに出してやっていくこととの絡みの中で、対応していくことであろう

かなというのが、私の個人的な感じです。 

それから、一番ポイントになりますが、いろいろなことをやっても職員の意識がきちんと定

着化していくかどうかという話の中で、やはり見えるかたちのものを、目標も設定してという

話ですが、一応、職員につきましては、それぞれの人事考課の中で、目標設定をしてもらうよ

うなかたちのシステムを、こちらで作っております。例えば、それを半期ごと、 近で言えば、

４月から９月までのもの、１０月から来年までの６カ月間の目標設定を、各職員に目標設定さ

せます。させる際に、数年前までは、自分の能力をアップさせるためのものでしたが、これを、

今の具体的な各部、各課の施策と連動させて、あなたはこの分野は分担するのですよと、こう

いうことをやれるようにという指示が人事課からきております。村田委員さんがおっしゃいま

したように、全部の職員がそういう認識で目標に向かって進むかたちというのは、すぐにはむ

ずかしいと思いますが、少なくとも、これから数年やっていく中で、総合計画は５年単位で変

わりますので、その範囲で、より、皆が同じ方向を向くかたちになるような、職員管理の中で

は、そういう方向の施策をとっております。本当は、これは私が説明をする話ではなくて、企

画課か人事課が来てする話ですが、元、そういうところに携わっておりましたので少し言わせ

てもらいました。お願いします。 

村田委員 制度を定着させるには本当に大変なパワーがいるのですよね。それを、こうして新し

く再構築させようとする努力というのは、全国の自治体の中でも先鞭をとっていらっしゃるの

ではないかなという意識はあります。良くあるのですけれども、どこかのやつを真似てこいと、

いろいろな視察とかでありますけれども、真似られるものではないです。やはり、オリジナル

の部分をどこに置くかということを考えないと。そのオリジナルは、塩尻市のすばらしさにな

っていくはずなので、良いとこ取りのいろいろな仕組みはありますけれども、その仕組みの中

には精神、マインドがあるはずなので、そのマインドを持ちながら、この手段のところを考え

ていって欲しいなと。突っ込ませていただきますが、先ほど、市民の声を抽出するのに時間が

かかると、これはどう思いますか。確かに手間はかかります。これは手段なのですよ。先ほど

の、市民の声を抽出するための仕組みを早く取れるようにすればいいではないですか。人を抽
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出してから、ごろごろ回して、人が決まりますよね。郵送して、回答して、集計してというサ

イクルなわけですよね。そのあと別の方法を考えれば良いではないですか。そういうことを検

討してくださいということです。新しい市民の声を聞く仕組みの一つの要件が、スピードをい

かに落とせるかということです。短くできるかということも考えていただきたい。 

御子柴こども教育部長 意味はわかりました。今日、これについての御意見や、いろいろ出たも

のについては、教育委員会の特有の問題と全体に反映できる問題と分けまして、全体に反映で

きる問題は、教育委員会ではこういうふうに示すという意見が出ましたという話は伝えて、今

言った市民の意見の集約の方法も、お金をかけてアンケートをやるのではなく、もっと違う方

法があるのではないかという意見がありましたと、協働企画部へお話をさせていただきます。 

百瀬委員長 今度は、教育委員会が議会へ報告をするために、どういうシステムを作るかという

のを考えなければいけないわけですよね。当面は、時間がかかりそうだから、行政改革推進委

員会でチェックをしていただいて、ここに乗るということになるわけですか。 

御子柴こども教育部長 実際にこのかたちで、教育委員会の部分だけの施策評価と、様式だけ述

べますが、事業の通知表、何事業を評価して出てまいりますが、それを行政改革推進委員会や、

そういう話で、果たして替えられるのかと。教育の分野について、別の受け皿を作る必要があ

るのかどうか、これは、予算編成と併せまして、やるとしたら平成２１年の４月、５月あたり

にやらなければいけないので、早期、５月の時点で、事業は３月までが区切りですので、そこ

は、今後相談させていただきます。それと同時に、教育委員会に施策評価の市の理事者と事務

局が評価した部分である前の段階で、教育委員会でかけて評価をしていただくのか、理事者も

含めて、そのへんのところがありますので、これは未定ということでまとめさせていただきま

す。 

百瀬委員長 今、いろいろと、村田委員さんから意見がありましたが、それは、企画とか、その

筋のほうへ伝えていただきたいことでありますけれども、今日のこの報告は、平成１９年度の

ものについて、現時点で、次の２１ページからあと、これについて一応お伺いをして、それか

らまた意見を出していただくというようなかたちでどうですか。 

村田委員 はい。 

百瀬委員長 それでは、時間が１時間１０分になりましたので、１０分ばかり休憩をしたいと思

います｡５０分から再開ということでよろしくお願いいたします。 

 

 

      ＜ 休 憩 ＞ 
 
 

百瀬委員長 それでは、休憩をといて再開したいと思います｡ほかの委員さんから質問をいただ

かなかったのですが、よろしいですか。何かありましたら。良いですか。それでは、２１ペー

ジ以降の部分については、各課長から説明をいただくということです。それでは、お願いいた

します。どちらからになりましょうか。 

小穴人権推進室長 それでは、人権推進室からお願いいたします。２２ページ、２３ページでご

ざいますのでお願いいたします。まず、人権推進室につきましては、基本政策の第１章第１節

の第１項の一番 初のところになりますけれども、「人権意識をたかめ、人権を守ります」、と

いうことで事業を進めております。「現状」のところにもいろいろ書いてありますけれども、

依然として、いろいろ多くの人権問題がありますので、そういう人権問題につきまして人権啓
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発を推進しているわけでございます。２３ページにいきまして、施策の評価といたしましては、

人権啓発ということで人権学習会等をしているわけでございますが、達成度評価につきまして

は目標達成に向けて順調に進んでいるという評価をさせていただきました。要因につきまして

は、そこに書いてございますが、人権学習会等を各分館主導で開催しておりますが、その参加

者数というものは年々増えているということで、順調に進んでいるという評価にさせていただ

きました。ちなみに、平成１９年度につきましては、左ページ下のところにありますが、人数

１，７３１人の参加、平成１８年度につきましては１，３４０人ということでしたので、約４

００人近く増えておるというようなことであります。 

それから、市民の評価の関係につきましては、先ほど部長からも市民満足度の調査報告の関

係がございましたけれども、「生まれや育ちに差別されない地域社会が形成されている」という

なかで、「そう思う」、「ややそう思う」というようなところが合わせまして５３パーセントにな

っておりますが、これにつきましてはその前年の平成１８年度につきましては７６パーセント

ありましたので、２０パーセントほど落ちておりますが、この辺のところはよくわかりません。 
(３)の施策全般の達成度評価につきましても、一応目標達成に向けて順調に進んでいるという

評価をさせていただきました。主要実施事業につきましては、ここに４つほど黒ポツで書いて

ございますけれども、地域人権教育推進会議、分館人権学習会、企業人権教育推進連絡協議会

の中で研修会等をやっており、これらの学習会、研修会では、人権擁護委員、人権教育推進委

員、人権教育指導員さん等によりまして、積極的に啓発の推進を行っております。また、人権

推進室ではございませんけれども、学校等におきましても人権学習会を行っていただいており

ます。いずれにしましても人権というものは効果が見えにくいものでございますし、様々な人

権問題もまた新たに発生してきておりますので、地道に事業を行っていくしかないと思ってお

ります。 
今後の方向につきましても、一応現状維持ということで進めていきたいと思っております。

説明欄につきましては、現在いろいろな人権問題があり、それらの問題につきましては担当部

署で対応されておりますが、これらの啓発、相談等につきましては、ネットワーク化が必要に

なってくるのではないかと現在思っております。以上です。 
百瀬委員長 ありがとうございました。順番はどういう順番で。この順番で。生涯学習部関係が

初ですか。そうでもないですね。混ざっている。 

御子柴こども教育部長 委員長さんはざっとやって欲しいということですか。 

藤村教育長 全部やっていると時間がだいぶなるので。 

百瀬委員長 それで今、出だしの課長さんのペースで後が決まってくるものですから。はじめて

なので一通り説明をさせて欲しいと部長は言いませんでしたか。 

村田委員 これは全部でいくつあるのですか。 

百瀬委員長 施策というのが幾つあるか。５分ずつやっても。 

村田委員 ５分では長いです。３分くらいで。多分さっとやった方が良いような気がします。 

百瀬委員長 ３分スピーチと言っても結構しゃべる量はあるので、その辺でやってもらいますか。

どうですか、委員の皆さん。説明は必要がないといえば、それで良いですが。 

村田委員 ぜひ聞きたいです。 

百瀬委員長 では３分ということでお願いします。１項目３分以内で。あまり全部 後までとい

うとまたくたびれてしまいますから、少しやってみましょう。私がくたびれなければ良いです

ので。 

御子柴こども教育部長 １２ページ、１３ページに総括があります。先ほど説明しませんでした
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が。 

百瀬委員長 一覧になったのがありましたね。 

御子柴こども教育部長 １２ページ、１３ページ。ここで網がけといいますか、１からの１３項

目。１２ページ、１３ページに全部第６章までのうちの第１章、政策施策の中の黒く網がけし

てあるものが、その後の２０何ページからあります。 

百瀬委員長 ではまず第１章の部分までやっていただけますか。お願いします。 

山田男女共同参画課長 次のページです。２４ページ、２５ページでございます。男女共同参画

の関係でございますけれども、男女共同参画社会を作りますということで事業をすすめている

わけでございますが、右側の２５ページ中ほど、３番の達成度調査という形では、目標評価に

向けて目標達成に向けて順調に進んでいるという形で評価をさせていただきました。要因分析

の関係でございますけれども、男女共同参画の関係につきましては、個別の基本計画とたしま

して、第２次の男女共同参画基本計画を作っているわけで５年間の目標計画でございますが、

その目標に向けて市民が参加しやすいような雰囲気の啓発事業、あるいはリーダーの育成研修

会といったものを実施してまいりました。その結果ある程度の目標に向けた数値の達成が徐々

にできているという形でございます。その中にわずかであるが気運の醸成が図られているとい

うような、地域の女性の登用の問題でございますけれども、それが下の方の評価委員会の意見

の中には、この評価の採用を検討されたいというような形で出てまいりましたけれども、これ

につきましては、基本計画の中に目標数値、平成２２年度における数値が２０パーセントとい

う形で出されまして、それが現在１７．７パーセントくらいになっています。 

他に男女共同参画の中では、女性相談あるいはカウンセリングといったものもやっているわ

けでございますが、それらも増加傾向がございます。これも広報等を通じて市民に周知が徹底

されているという理解がされているところでございます。 

今後につきましてもこの２次計画の目標数値に近づけるように達成に努力をしていくとい

うことで、市民の皆様方と協働でこの事業をすすめていくという形で考えております。以上で

す。 

百瀬委員長 次をお願いします。 

山地こども担当課長 ２６ページ、２７ページ、こども課でございます。このページは特に青少

年の健全育成に関わる部分を取り上げている部分でございますが、特に子どもの学校から帰っ

た後の放課後をどうするか、あるいは子どもを取り巻く有害環境をどういった形にしていくか

というところがねらいになっております。 

  ２７ページの上の指標達度評価でございますが、順調に水準という評価をしてございます。

特に要因分析では地区公民館で実施しております、子どもの活動拠点づくり事業、これを土曜

日、日曜日等を使って地域の皆さんが関わって事業をすすめていくものでございます。また、

街頭啓発等これは補導員がおりますので、９９人の１４班編成で行っております街頭啓発等を

行う中で、少年犯罪は減少もしくは横ばい傾向にあるという評価をしております。 

（３）には達成度の評価をしてございますが、要因分析の中で青少年育成関係団体の皆さん、

今やっておられる方は非常に熱心にやっておられるわけでございますが、その枠から越えた地

域活動というところにはまだ至っていないということで、メンバーを固定化していくというこ

とが一つ今後の課題となってくると感じております。 

  今後の方向性でございますが、市民および関係団体の連携を強化し、青少年育成活動を推進

するとともに、子どもを取り巻く有害環境浄化の推進を図るということで、これは御存知のと

おり今年４月１日から有害図書自販機の規制に関わる条例が施行されて、この１０月１日に本
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格実施になったわけでございますが、こういった形の規制を含めて有害環境浄化の取り組みを

更に一層していきたいという評価をしてございます。以上でございます。 

百瀬委員長 次をお願いします。 

加藤こども教育部次長（教育総務課長） 続きまして２８ページ、２９ページでございます。施

策の関係につきましては、全ての児童生徒への学習機会を提供していますという部分でござい

ます。これにつきまして指標の達成評価という部分でございますけれども、目標を達成してい

るということでございます。 

  要因といたしましては、見える形で教育センターまたは家庭教育室との連携、また保護者が

気軽に相談できる体制というような形で評価をいただく中で、目的を達成しているということ

で評価をさせていただいております。 

  市民評価の部分においてでございますけれども、施策の中での全ての児童生徒に学習時間の

提供、また全ての生徒児童が十分に学べる環境が提供されている、少しニヤリー的な部分でス

トレートな部分でございませんけれども先ほどお話したように、具体的相談体制、また読み聞

かせ等の中での施策が浸透しつつあり２．７８というような部分、ややそう思う、そう思う、

の部分が５４．２パーセントという形で半数以上を占めていただいているという分析をさせて

いただいております。 

  施策全体の達成度評価ということでございますけれども、指標の達成度と同様で目標を達成

しているということでございます。これにつきましては、それぞれ主要事業としてあげさせて

いただいておりますこの項目等によって支援をさせていただいています。 

今後の方向性につきましては、今後より一層拡充していかなければならないという部分がご

ざいます。要因としましての部分におきましては、金銭的な部分ではここに出ない奨学金の関

係、また毎年毎回準要保護等の部分もございますけれども、就学援助等の関係を充実させなが

ら今後拡充を求めていきたいという部分でございますのでよろしくお願いします。 

続きましてページおめくりいただきまして３０ページ、３１ページ。施策といたしましては、

左側でございます、特色ある学校教育を行いますという部分でございます。これにつきまして

指標の達成度につきましては、目標に向けて順調に進んでいるということでございます。 

市民の評価という部分でございます。整った学習環境のもと教育がおこなわれているという

部分でございます。内容的には、ハード、ソフトそれぞれミックスされた形の中でのそれぞれ

捉え方になってくるかと思いますけれども、５４．９パーセントがそれぞれ評価をいただいて

いるということでございます。 

この施策全般の達成度評価は、同じく目標に向けて順調に進んでいるということでございま

す。要因につきましては記載させていただいてありますけれども、地域ぐるみで子ども達を育

む意識が高まり、学校支援ボランティア等によっての防犯システム、また防犯カメラ等の設置

等々、見える形の動きが評価に繋がっているのではないかというところでございます。 

今後につきましては、方向性につきまして拡充してなお一層学校の安全体制を含めてソフト、

ハード相まって高めて行きたいという部分でございますので御報告します。 

百瀬委員長 次は生涯学習部。 

白木生涯学習部次長（社会教育課長） ３２ページです。生涯学習を支援しますということで、

これについては３３ページにありますので、大体目標は達成を、大体といいますか達成度にお

きましては全て１００パーセントを上回っております。上回っている中では、アンケートの結

果が５０何パーセントといいうことで達成度１０３。自主サークルの参加者については昨年度

平成１９年度はとても多かったということで、１１３パーセントの達成率。 
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要因分析は、特に講座からのグループへの地域活動に繋がっている。それから団塊世代をタ

ーゲットにした仲間の会の「のじゅーるの会」というのが結成をされて活発に行われている。

図書館関係で、分館の平日休暇を廃止したということ、図書館だよりを復刻して情報提供に努

めたということから、利用者がかなり増えたと思っています。 

 今後の方向性については、えんぱーく関係で移転をする図書館の開設の運営方針等を周知

したいという意向から拡充という意見になっております。以上です。 

百瀬委員長 次をお願いします。 

竹原スポーツ振興課長 ３４ページ、３５ページのところになります。スポーツ振興課ですが、

施策第２項のスポーツに親しむ環境を作りますというところでございます。３５ページにまい

りますけれども、指標の達成度評価につきましては目標達成に向けて順調に進んでいるという

ことでございます。私どもの関係ではソフトの件に関わる部分とハードの部分がございます。

そうした中でも関連してまいります市の体育協会ですとか体育指導員協議会等含む団体との

連携ということも重視しながら推進をさせていただいているというところでございます。 

  市民の評価につきましてはその表の通りでございますが、２つ戻ります３４ページの下に書

いてあります週１回以上スポーツ活動に親しむ成人の割合で２９．３パーセントという数字を

出させていただいてございますけれども、これにつきましては、昨年社会体育意識実態調査を

実施をさせていただきました。この数字からここに計上させていただきました。 

  右側３５ページに戻りまして、３番の施策全般の達成度評価につきましてですが、これにつ

きましては目標達成に向けて順調に進んでいるところでございます。要因の分析でございます

けれども、誰もがスポーツに親しめるようなことを考えているというところから、施設の整備、

改修等にも当然力を入れていかなければならないというところを鑑みて順調に進んでいると

いう具合にさせていただいているものでございます。 

今後の方向性でございますけれども、そこに記載をさせていただいてございますが、老朽化

によるスポーツ施設が多くございます。今後も計画的に改修をすすめてまいりたいとさせてい

ただいてございます。これにつきましては平成２０年度も改修をさせていただく予算要求もさ

せていただいている、こんな現状でございます。 

幅広く健康体力つくりの関係もすすめていかなければならないという具合に考えていると

ころでございます。平成１９年度に試験的に開催をさせていただきました健康体力つくり教室、

これを更に充実をさせるということで、平成２０年度につきましては予算が認められて、健康

と体力つくりを一体とさせました、ヘルシー・フィジカル教室を現在既に実施をさせていただ

いております。今年度内にすすめさせていただいているものでございます。以上です。 

白木生涯学習部次長（社会教育課長） 次に３６ページ、市民の芸術文化活動の支援ということ

です。これについては昨年度におきましては、概ね目標達成については努力しているのではな

いかと思っています。特にその辺の要因としては、昨年の４月に芸術文化振興協会を立ち上げ

をして、これにつきまして、市民自らの芸術活動を盛り上げていると思っております。今後も

これを続けて行きたいということで、拡充の方向性を出しています。以上です。 

百瀬委員長 もう一つですね。 

小林生涯学習部次長（平出博物館長） ３８ページ、３９ページ文化財の関係です。地域の歴史

文化を守るということで、文化財の保護、整備、活用の面で実施をしております。順調に進ん

でいるという評価をしておりまして、その要因は平出遺跡の関係では、用地の取得が行われて

いますし、古代の農村の所の復元住居等も計画通りすすめられていたということと、ガイダン

ス棟を中心にした活用が図られているというものです。 
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文化財の保護と調査に関わりましては重伝建奈良井の手塚家が重要文化財になりましたし、

市の文化財としては下西条のウラジロモミ等が指定になりました。そのようなことで一応順調

に事業が進められているところでございまして、今後の方向性につきましては、平出遺跡等々

の事業を平成２３年完成ですけれども、それに向けて事業を推進していきたいというものでご

ざいます。以上です。 

百瀬委員長 ありがとうございました。第１章、そこまでで少し切りますか。第１章はそこまで

ですね、切りましょう。今までの部分のところで、質疑、御意見等ございましたらお願いしま

す。 

丸山職務代理 人権推進室のところで、あらゆる人権に対してということを考えますと、家庭教

育室でやっている学校を中心としたＣＡＰ事業や、先日校長先生と議員さんとの懇談会の中で、

塩尻東小学校の校長先生から携帯のサイトの子ども達に対しての有害性について、塩尻市教育

主事の長畦先生が東地区の各地域を回って、親や地域の人に対して啓発しているという報告な

どもあり、それも人権だと思いますので、私も分館主事の経験から、今どき分館単位の人権学

習会をやりましても、集まるのは役員だけ。でも役員だけが集まれば毎年違うので、それはそ

れでやらないよりは良いのですが、もっとあらゆる機会や組織と連動して学校や地域と、もっ

と一緒になって相互的に人権教育についてプランを立てていくという方向もあるのではと思

いましたので、ぜひ考えていただきたいと思います。 

百瀬委員長 他に。どうぞ。 

御子柴委員 ＰＬＡＮ－ＤＯ－ＣＨＥＣＫ、ＰＬＡＮ－ＤＯ－ＣＨＥＣＫ－ＡＣＴＩＯＮの考え

からいくと、特に今後の方向性ということでどこの項目ということではないのですが、推進す

るとか、努力、充実を図るという表現になっているわけですが、アクションということに結び

つけるとすると、これは具体的にすすめていくというように考えて良いわけですね。今後こう

いうことを行っていくと。 

  意見になるかも知れませんが、ここに見通しが出ているのでぜひすすめていって欲しいと思

います。どこの項目も大切だと思います。 

百瀬委員長 よろしいですか。他に。 

村田委員 このようにまとめられたこと自体、大変な労力ではないかと思うのですけれども、一

つの規定のパターンとして、どう定着させていくか。実際の事業、実施した位置の課長の方々

は御苦労されているのではないかと思いました。これを見て総合的な話で１個１個についてど

うこうという意見ではないのですが、１点目が一番重要なのはこの目標に対して何をやるかと、

Ｗｈａｔの部分、活動ですね。大きな目標に対して継続的、今までの土壌がある、もしくはこ

れから新しく何かをやらなければいけないということの、括弧のようなプロセス、Ｗｈａｔの

所を企画されるのは、自治体の事業主体者の課長の手腕というか、提案されている気がします。 

これを受けて次の３番目のアウトカムの方ですが、多分これは議論がされるところだと思い

ます。測定可能かどうかということもあるし、本当に直接的にやった内容がここに反映される

かどうかというのも問題があると思う。今のところこういう形ですが、まずわかりやすさとい

うことで、わかりやすさと測定のしやすさということで、わかりやすさというのは、やってい

る本人達というのもあるのですが、例えば市民に対してわかりやすいかどうか。そういうもの

さし作りが必要ではないかと思います。これが代表仕様なのか全体仕様なのかわかりませんけ

れども、これだけではプアーだと思います。これが一つ。 

もう一つは、市民の評価のところが、本来これは６段階評価、その他があるので６段階評価

か５段階評価かよくわかりませんが、ずっと見ているとほとんどが２．幾つです。１２ページ
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へ戻って、全体の評価を見た時に、大半が２の台です。少し突出しているところを見ると３も

少し見ました。３があるところが、第３章第２節の第２項、ごみの減量とリサイクルを促進し

ます、というようなものが、多分主観的な意見からすると、かなり徹底してやっているという

思いが少しあって、それが３ぐらいの感度です。 

駄目なところを少し見ました。１台です。始めに出てくるのが第４章第４節の１．９４。良

好な住宅・住環境の誘導をすすめます、１．９４です。そういう目で低いところも見ていただ

きたい。 

何を言いたいかというと、いずれにしてもこの５段階、６段階評定では団子になります。多

分これで例えば２．７６と２．５３とどちらが良いのかという話をしても、これは評価になら

ないです。ここの工夫をされるべきだと思います。 

先ほど言いましたように、誰に聞くかというところをまず一つの見直し、直接的に関わって

いらっしゃるという部分と、例えば保育園児の何とかという話のとき、子どもそんなにいない

という人に聞いても仕方ないわけです。間接的な評価しかできないわけなので、それを考えた

時にもう少し意見を聞くターゲットをセグメントして分ける必要があるということを言いた

いわけです。 

そうすると、例えば自分達が頑張ったとすると、去年ここが変わったという時に、そこで反

応が出てくるはずです。多分このままでいくと、全部２点台で全ての項目が２点台という話で、

スコア値で考えた時に、２．幾つと幾つはどう違うといったような、あまり本来意味のないよ

うな話になってしまうと思うので、そこはセグメントして検討なさってはどうかと思います。 

Ｗｈａｔの部分、何をやったかというところについては、多分これからこういう仕組みの中

で一番効果のあるところや、もっと継続的にやらなければならないところが出てきて、これに

よってまた議論がされるのではないかと思うのですが、丸山委員がおっしゃったように人権の

ところ、男女共同参画といろいろ専門的な領域があると思うのですが、例えば一つの講演会な

ど啓蒙のイベントをやったとしても、そこだけの話は非常に難しいです。そういう意味で共同

企画といいますか、その中で何か述べていただく。 

近、少しこれはきつい意見ですが、いろいろなところで講演会をやられる。講演する人も

そこの本当に専門家なのか怪しい場合が非常に多い。何かさしみのつまと言えば少し語弊があ

るけれども、少しだけそこに触れて何か話したような形になっていて、本当にそのターゲット

のテーマに対して、本当にその話をしているかということになると、お茶濁しのようなことを

感じる時もあります。 

それはそれで一つ検討して欲しいと思いますし、本当にそこにやっている人達は、何をねら

っていて、何に苦しんでいるかは、わからないような講演者もいたりしまして、そういう思い

で帰っていくこともあるのですが、本当に良い講演の場合も勿論あります。そういうことから

したときに、何を言いたいかといいますと、統合して一つの共通テーマという中で、いろいろ

な目的別のものが出てくるという気がします。 

少し話がずれますが、毎月の御報告の中で集客力が上がらないというのがあります。こっち

側からみた企画、また、こっち側みた企画と個別にやっているものですから、上がらないので

す。毎週やっているようなのですが、やっている人達も忙しいだけで、もう少し何か、デパー

トに来場者が買い物に行くようなもので、本来これを買いに行ったのだけれども、隣でこうい

うことをやっていた。そこで何か新しい発見や出会いがあって、その問題に対して感化されて、

ということも可能だと思います。 

やはり個別の企画から共同型の企画のようなことも考えられたら良いのではないかと感じ
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ました。少しまとまらないですが。 

百瀬委員長 何か、はいどうぞ。 

御子柴こども教育部長 今の１２ページ、１３ページをお開きいただいているので、そこで今の

関連で御説明いたしますが、この中の基本政策、政策、施策という欄がありますが、この基本

政策と政策はこの平成２２年からこのまま変えないということで行っておりますので、この具

体的な施策の欄から今うちの関係するところが、網がけしてあるこの部分なのですが、この部

分をどういう組み立てで焦点を絞ってやったら良いかが、平成２１年度、平成２２年度からの

後期の計画はどうするかという話になると思います。 

今の前期の計画の中でも、この項目はそれぞれの施策の一つの項目、今で言えばこのぺーパ

ーを各担当の課長が説明しますが、実際の総合計画の中では二つないし三つの項はあまりあり

ませんが、一緒に施策になっているというのは、発想は出しているのですが、実質は縦割りで

そこはどこの課が担当することになると、そこが中心になってしまって、なかなか横の連携が

取れないというのが、役所の行政の悪い部分。これを何とか変えようというのは、多分この次

の後期の計画を作る時も一つの課題で、企画サイドでも出してくるかと思いますので、十分そ

の辺反映させるようにしていきたいと思いますのでよろしくお願いします。 

百瀬委員長 他に。どうぞ。    

丸山職務代理 ２８ページ、２９ページですが、目標達成しているということになっております

が、例えば要因分析のところで気がかりな児童生徒が増加傾向にあって、私の感想では受け皿

といいますか、その子達が十分に自分の進路に向けてきちんと生きていけるような受け皿がど

うもないような気がします。目標達成していると結論付けるとどうなのか。 

アウトプット、アウトカムのところで学校図書館の１人あたり貸し出し冊数というのが、達

成度９４．９パーセントになっていますが、各学校にこの数日、主幹の先生と回っていますけ

れども、学校図書館というのは各学校がそれぞれ図書購入費を充てていまして、時にはバザー

の収益を充てたりもしていますけれども、蔵書が充実している学校ばかりではないです。そう

すると、例えば今度はえんぱーくの図書購入費の中から学校へ回す図書を考えていくというよ

うな方法をして、学校の図書館を魅力的にしていかなければ、子ども達も借りられるようにな

るわけではなく単に貸し出し数のみの指標では計れない。今後はそういう考え方を含めていっ

ていただきたいと思います。 

その下の年間教育相談件数も、基準値と目標値があり相談件数が多い少ないというのは、ど

ういう意味のある数値なのかと。というのは、悩みがいっぱいあれば相談はいっぱいしますし、

件数は上がります。悩みがあるということは現状が良くないということになると思いますし、

増えれば良いのか減れば良いのか。増えていても、それえをきちんと相談して満足できるよう

な環境が整っているかどうか、先ほどの受け皿ということもありますが、元気っ子相談もそう

ですが、調査の結果が少し気がかりですねと言われてその次に行くところ、また学校に行かれ

ず不登校といっている子が次にどうすれば良いか。そこのところが、私の周りでも相談に来た

りすることがありますので、まだまだその悩みは深いし数も多いと思いますのに、目標を達成

しているというのは少し気になりましたので、ぜひそこのところの充実をお願いしたいと思い

ます。 

加藤こども教育部次長（教育総務課長） 実はこの行政改革推進委員会の中の意見の中にも、こ

の指標のとり方で多いのが良いのか少ないのが良いのか、少なければ悩みがない、けれども周

知されているからたくさんの人が来たという部分、要は役所においては自己満足的な世界です

し、安いではないかという部分で御指摘を受けている部分もあったものですから、そのとり方
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は大変難しいものですから、先ほどもお話があったように分かりやすい指標、本当にこれが充

実しているのだというような指標にとっていかなければいけないと、私どもとしてもこれを受

けて反省しているところでございます。 

  えんぱーく図書館、図書館の充実等々についても、今、実現をできる限り近いうちにしてい

きたいという部分で、今後の予算査定、実施計画の査定でもあるのですが、図書館のネットワ

ーク化に向けた、うちの図書館には無いけれど他の図書館にはあると、１日遅れるけれど何と

か届けようというような形の図書館が充実、また読書を推進するというような意味合いの施策

も、ここには出てこないですけれども講じていこうという研究もすすめてきている状況です。

よろしくお願いします。 

百瀬委員長 少し私から関連して、今の２９ページのところの奨学金の関係の、例の高校生の応

募がないという問題が懸案事項になっています。例えばこの文章を見ると、全てに渡って増傾

向にあるとなっており、そのように言い切ってしまって良いのだろうかと思ったりする部分が

あるのですが、なかなかこの要因分析というのは、これだけのスペースで表現するのは難しい

と思うのですが、少しそのようなことも感じたりしたのですが。 

村田委員 今の指標のことについては、多分検討して良いものにしていくということの中でお聞

きしたい。２６ページの成長段階に応じた支援をおこないますということですが、これは非常

に御苦労なさって、認知度を高めながら大変な苦労をされたと思うのですが、ここの指標の中

で、少年非行率（＊）と書いてあるのですが、これはどういう、まずはこの指標についてお伺

いしたい。 

百瀬委員長 ２６ページの一番下の。 

村田委員 ２６ページの少年非行率（＊）のこの＊はどこかに注記があるのかも知れませんが、

教えて下さい。 

山地こども担当課長 この＊は注記があるものですから、ここに付いているだけなのですが、少

年非行率は現在県警本部でホームページにアップされているのですけれども、毎日アップされ

ています。その塩尻市の１年間の刑法犯で逮捕された子どもさんを、１４歳から１９歳の人口

で割った数字がその非行率になっております。公に報道されている数字ということで、これを

使っているという形です。 

村田委員 このパーセント、１４歳から１９歳のお子さんでおかしくないですか。刑事犯という

ことになった方が、これでいくと現状値は１００人いたら１１．８パーセントですから１２人

は刑事犯になったというそういうパーセンテージになりませんか。そんなに多いわけがないで

す。 

百瀬委員長 検挙率ですか。非行率というのは。 

山地こども担当課長 検挙数です。人口は１４歳から１９歳の子どもの人口ということになって

おります。塩尻市の場合は４６人という形になったということで、平成１９年度は１１．８パ

ーセント、根拠は４６人ということです。 

百瀬委員長 警察の統計は１月から１２月、暦年ですよね。ですから平成１９年ということで良

いですか。 

村田委員 少し数が高すぎませんか。 

百瀬委員長 どうなのでしょう。 

村田委員 まわりにたくさん検挙者がいるという。それはまたあらためて調べていただければ良

いです。 

  例えばこの指標を取る時に、確かに県警の発表という外部から情報を取得するという、これ
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は手段なので私は良いと思います。ただ、実際にやっている時にわかりやすいのは、悩みを抱

えた子どもへの支援ということで、例えばどれくらいの相談をしたかとか、その相談の中でう

まく解決できたかできないかという結果も本来必要だと思うのですが、もっとここのとり方に

工夫があっても良いのではないか。わかりやすさと実際にやったという直接的なところです。

そういうことを少し御提示されたらどうかとこれを見て思いました。 

百瀬委員長 他にありますか。 

丸山職務代理 意見ではないのですが、３５ページのスポーツ振興課ですけれども、これは要因

分析の中に、出前体力づくり等をするというところがありまして、そこの部分をぜひ保育園の

幼児の体操へも活用できないかということ。と言いますのは、今、子ども達が小さい時からで

んぐり返しなどをやらないがために、集中力が付かないという結果がすでに出ていまして、子

どもの時にそういう運動をすることによって結果的に学習環境が良くなっていくのであれば、

ぜひスポーツ振興課で音頭をとって専門家を派遣するなどして年齢の上の人達ばかりでなく

幼児を含めた対応をお願いしたいです。ぜひ、年齢幅を広くとって、スポーツ、運動の楽しさ

を伝えるうえでも、せっかくの専門的な方々とのコネクションを生かしてコーディネートをし

ていただけたらありがたいと思います。 

百瀬委員長 後はいかがでしょうか。よろしいでしょうか。なければ次へまいります。第２章の

第２節の関係も。  

御子柴こども教育部長 そうです。こども課の部分です。 

百瀬委員長 はい、お願いします。 

山地こども担当課長 時間がありませんので簡単に御説明いたします。第２章、安心して暮らせ

る福祉のまちづくりということでございまして、このページでは子育ての不安と負担を減らし

ていくという部分になります。 

  ４１ページの指標の達成でございますが、現実といたしましては子育ての支援センターの利

用人数を含めまして、子育てに関わってどのように行政が関わっていくかということになりま

すが、要因分析の中で子育てサークル等の施設利用が増加していると共に、保育園および児童

館と連携した、ここでは「あそびの広場」や「つどいの広場」の参加者が多くなってきている

ということでございます。 

  特に今現在核家族化や都市化ということで、孤独な母親いわゆる相談できない、仲間作りが

できない母親が多くなっているという中で、こういった広場を作ることによって、情報を共有

しながら自分達の悩みをお互い同世代で悩みを解消していくという広場を作っているもので

ございます。 

  （３）に要因分析がございますが、昨年１０月に北部子育て支援センターを開設しましたこ

とによりまして、今まで日の出保育園の上にありました子育て支援センターの他に、こういっ

た北側に支援センターを作ったことによって、利用者が多くなってきているということでござ

います。 

  要因分析の下にございますが、就労賃金の格差が広がっている中で、子育てに対する経済的

な負担の大きさを非常に大きいと感じている保護者が多くなってきております。これらについ

て行政はお金を与えて負担を減らすばかりでなく、総合的に負担を減らしていくということも

やっておりますので、そういった形のＰＲが欠けているということで今後すすめていく考えで

おります。 

  特に今後の方向性では、元気っ子育成支援プランというものを来年見直しすることになって

おりまして、今年はこういった子育てに関わる皆さんをターゲットとしましたアンケートをと
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りまして、どういったニーズがあるかを収集していきたいと考えております。 

  次の４２ページ、４３ページでございます。こちらは子育てと仕事の両立を支援する、とい

う内容でございまして、ソフトとハードの関わる部分でございます。４３ページの指標達成の

評価でございますが、保育園サービスの充実や園の統廃合を含む保育園の整備、あるいは児童

館の整備などを計画通りに推進しているところでございます。 

  施策全般の達成度でございますが、平成２０年度、今年から新たな保育サービスといたしま

して、「子育て支援ショートステイ事業」これはお泊まりの子どもさん、泊まって面倒をみる

事業、あるいは病児病後児保育の例規の整備を図って今年に繋げたということでございます。

また、新たに洗馬児童館の設置をしてまいりました。 

  今後の方向性でございますが、保育園の統廃合についてはこれから保護者の皆さんとも連携

しながらすすめてまいりますし、保育サービスにつきましては皆さんの要望を踏まえながら、

的確な保育サービスというものを提供したいと考えておりますのでよろしくお願いしたいと

思います。以上でございます。 

百瀬委員長 第２章関係はそれだけですか。もう１項目ありますか。家庭環境に応じたというと

ころ、これは家庭教育室ですか。では、お願いします。 

柳澤家庭教育室主任 家庭教育室では第３項の家庭環境に応じた支援を行いますということで

すすめているところですけれども、指標の達成度評価については、関係機関との連携強化や啓

発活動の推進によりまして、一応目標は達成しているとしております。 

  施策全般の達成度評価につきましても、目標を達成しているとなっているのですが、家庭教

育力の低下や社会環境の複雑化などを要因としまして、様々な問題を抱えた御家庭が増加傾向

にあります。特に今後増加が懸念されます児童虐待については、児童相談所などを中心としま

して、関係機関などと連携をとって家族の個別状況に応じたより細やかな支援体制を推進する

必要があると考えております。 

生活習慣の乱れなどが学習意欲や気力、体力の低下の要因として考えられるものですから、

子ども達の生活習慣によって家庭教育力の改善に向けて、早ね早おき朝ごはん・どくしょ市民

運動の推進を行っていきたいと考えております。これにつきましては昨年に続きまして、生活

記録表などを幼稚園、保育園、小学校、中学校に配布しまして、児童生徒一人一人が自分で生

活記録表を記入して提出してもらうことで、生活リズムの大切さの位置づけを今図っていると

ころです。 

  製作しましたテーマソングを各小学校、中学校に配布しまして、運動会などで披露させてい

ただいております。庁内でも朝礼前にこちらのテーマソングを流していただいておりまして、

早ね早おき朝ごはん・どくしょにつきましては、これから全市的な定着に向けて地道に努力し

ていきたいと考えています。 

  今後の方向性につきましては、市民の評価のところで、児童の虐待防止に向けた取り組みが

整っているかという設問に対しまして、わからないと回答された人が半数近くいるということ

を踏まえまして、各更生団体と連携を強化しまして児童虐待防止の啓発事業の推進を図ってい

きたいと考えております。以上です。 

百瀬委員長 ありがとうございました。引き続いて第４章の関係をお願いします。ないですか。 

加藤こども教育部次長（教育総務課長） 建設課の中で、学校体育館の耐震補強等が一部項目だ

け入っております。そのために網がけにはなっております。 

学校耐震につきましては、この指標お手元にはございませんけれども、一応今現在推進させ

ていただいているものは、平成２２年を目標に終了させていきたい。また、一部につきまして



 - 24 -

は平成２３年位までを目途に、庁内全体の中で学校安全安心ということで今すすめさせていた

だいているところでございますので、よろしく御理解をお願いしたいと思います。 

百瀬委員長 以上のところで、何か。 

御子柴委員 ２章の市民の評価のところが、Ａ、Ｂ、そう思う、ややそう思う、というところが

どちらかというと割っているというのが特徴的かと思うのですが、今 後の家庭教育室でも出

ていましたけれども、非常にわかりにくい、関係しないという人がいるような仕事、もっと言

えば大変困難な仕事に手を付けているという見方ができるかと思います。そういうことからす

ると、仕事の内容を広報で知らせるということも勿論ですけれども、どういうことを具体的に

先ほどの今後の方向性とも関係したり、要因分析の中から何をどのように、どういう順序でや

っていくかということが大事になっていくのではないかと思って見させていただきました。 

ちなみに第１章ではスポーツ振興課のところが、５０パーセントを割っていると思いますが、

これは老朽化しているという原因が要因になっているということで見させていただいたわけ

ですけれども、そんなことを感じました。 

百瀬委員長 少し関連して私から、全体の説明が先ほど部長からあった時に、満足度調査の対象

者は１，２００人ということですね。回収率が４０、５０パーセントということ。この１，２

００人は全ての項目についてアンケートで答えていただいているわけですね。ですから先ほど

もあったように、もう保育園に子どもが行っていない親にとってはあまり関係ないとか、スポ

ーツなど普段あまりやっていない人などの場合、あまり関心がないとか、確かにそういう問題

はありますね。 

加藤こども教育部次長（教育総務課長） 今御指摘あった部分で、児童虐待についてはこの世の

中に本当に児童虐待があるのというようなレベルではじまって、お子さんが離れてしまってい

る方においては、そんなことが今の人達にあるのかという部分からも、関心度が大変、また満

足度が、そもそも私には関係ないから家庭教育室でこういう取り組みをしているということ自

体すら耳に入ってこない、目に入ってこないという部分を、今後どのようにＰＲしていくかと

いう部分が、学校との完全に一体化した部分ですから、今後先ほど丸山委員さんからもあった

ような動向を含めての部分を、どのような形でトータルコーディネートしていくか、今後一番

大きな課題だと思っております。 

丸山職務代理 ４０ページ、４２ページ、４４ページ全てについてですが、市民一人あたりのコ

ストが７０施策中３番目と４番目という大きな施策ですが、これはハードにお金がかかってい

るということなのか、ソフトにお金がかかっているということなのかということと、 後の家

庭教育室について、そこは一人あたり１，０００円で一人当たりコストが５７番目なのですが、

その下のアウトプット、アウトカムを見ますとその割に年間参加者数が非常に多い。それは関

心があるし、市民にとって必要であるという意味ではないか。右側を見ますと、家庭児童相談

件数延べ２，２７８人、それについて市民一人あたりのコストは１，０００円でまかなえてい

るわけはないと思います。予算案を立てるときに、私は前から思いますのに今家庭教育室の位

置はすごく大きくなっていると思います。それは各学校や保育園に行って先生方に聞きまして

も、親御さんからも先生方個人からも、家庭教育室の相談窓口があって良かったと。ですから

もし来年度に向けて考えていくのであれば、そういうことも含めて全体を予算取りから考えて、

欲しいと思います。相談というのは多分今とても重要になってきていて、単に全体に講演会を

やって促すだけではなく、個々に相談窓口がある、先ほどの元気っ子相談もそうなのですが、

子どもが具合が悪いということは、親はわかりますが、それを言ってもらっても次にどうする

かがわからない。学校にも相談ができない、保育園にも相談ができない、ではどこに持ってい
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くかというときに、家庭教育室の相談が非常にありがたかったと言います。ですから是非何か

反映させていただけたらありがたいと思いました。 

  突出してハードが高いということ。 

百瀬委員長 その点について。 

加藤こども教育部次長（教育総務課長） 家庭教育室の１，０００円という単価でございます。

これは、たまたま本年度平成２０年度予算以降については家庭教育室という単独した予算が落

ちてきているものですから、分析が楽になっているのですけれども、昨年度については教育総

務課の中に相談員さんがあってみたりしているものですから、明確にわかる部分を科目として

割返しているもので１，０００円という数字が出てきております。 

本年度についてはいずれにいたしましても、各小学校一校特別支援の相談員の先生も配置さ

せていただいているところでございます。数字的には明確にもっと延びてまいりますので、よ

ろしくお願いいたします。 

丸山職務代理 はい、わかりました。 

百瀬委員長 よろしいですか、他に良いですか。 

村田委員 全般通して 初にお話したことと同じなのですが、こういう総合計画からブレイクダ

ウンしてあったところに対して、今まで現実にやっていたテーマ、サービスに対して効果が出

てくる時期が絶対あると思っています。この文章の中に選択と集中という言葉がありましたけ

れども、多分そういう時期もきっとくると思います。 

  この表だけ見ていて思うのは、基本政策、政策、施策、現状とあって、施策と実際のアクシ

ョンということに対して、３の（２）のプロセス、ここで何をやったというところの、直接的

な因果関係もあるし、間接的にみたいなことです。この辺でまず何をやれば良いのかというこ

とを皆さんで議論されることがまず非常に重要なことだと思います。その中に選択と集中の目

標が出てくるという気がします。 

  ２番目の、これも 後の話ですが、生活指導これも時間をかけないと、絶対これをやれとい

う話ではない。みんなが納得しないと多分これは成果目標にならないです。聞きながらここに

も入れて欲しいと思っていたのが、具体例としてお話する中で御理解いただければありがたい

のですが、２６ページの先ほどの非行の話のところで思ったものですから、先ほどたまたま家

庭教育室での相談件数の話はさせてもらいましたが、例えば今年はあまりやっていないのです

が、いじめとか不登校の数値、これもまた非常にわかりやすい数値だと思います。 

日々の活動を反映できるような成果仕様がこの全体仕様に結びつくかというと、また少し疑

問が出てくるのですが、今はいずれにしても指標が荒すぎるというところがあるので、その辺

の改善を御検討いただければありがたいと思いました。以上私のまとめです。 

百瀬委員長 他にいかがですか。 

山地こども担当課長 先ほど村田委員さんから話がありました、１１．８パーセントとは何かと

いうことですが、これはパーセントで表示されているのですが、県の報告では１，０００人あ

たり何人かという数値が出ています。ですから１，０００で割ったら５１．８人という数字で

す。これはパーセントで表示すると私もまずいと思います。同世代の１，０００人あたりに何

人か。 

村田委員 一桁下ろせば良いですね。 

百瀬委員長 ありがとうございました。それでは、非行率ではないですね。 

 ありがとうございました。今いろいろ意見を言わせていただきましたけれども、当面は来年の

予算編成等に反映させていただけるものは反映させていただいて、評価のシステム等について
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は今後検討していく、検討課題ということになります。来年の平成２０年度の評価について議

会に報告をするということになると、６月あるいは９月議会、その辺の見通しは。 

御子柴こども教育部長 ６月から９月の間に他の市ではやる、またはやっている予定のようです。 

百瀬委員長 その辺もこれからですか。 

御子柴こども教育部長 今見ていただいたので、イメージを少しお話しいたしますが、平成２１

年度施策評価結果というは大体８月末頃に内部評価のこういうものは出てきます。これを教育

委員会所管の部分、今日の部分になると思いますけれども、この部分についてどの段階で教育

委員会に御示しして、こういう分析結果で良いのか。それと同時にここについていないのは、

ここで言えば主要事業というのは全部右のページの（３）の下のところに、主要実施事業と書

いてありますが、これを全部評価するわけにはいきませんので、それを一部今年事業通知表と

いうもので、各係ごとですから全部に一つくらいは入っていますが、例えばこの中の主要事業

として一つを評価すればこんな形になりましたということを一緒にセットで付けて、第三者評

価をどのような形かやりまして９月の議会に、議会の本会議に出しているところと、委員会あ

たりで報告しているところと２種類あるようですので、その辺も庁内的にも考え方をまとめて

いかなければいけませんし、教育委員会としてもどういう形で出していくかという御意見をま

たお伺いしなければいけないと思っております。 

百瀬委員長 はい、わかりました。それでは今日のところは報告をいただいたということで、よ

ろしいでしょうか。以上で報告事項については終わりにしたいと思います。 

  午後１２時になります。議事は、今日はございません。 

 

５ その他   

○その他第１号 「早ね早おき朝ごはん・どくしょ」市民の集いについて 

百瀬委員長 第５番その他、「早ね早おき朝ごはん・どくしょ」市民の集いについて、説明をお

願いします。 

柳澤家庭教育室主任 家庭教育室からのお願いですけれども、一番 後４６ページをご覧下さい。

「早ね早おき朝ごはん・どくしょ」市民の集いの開催についての連絡ですが、皆さんも既に御

存知のとおりですけれども、地域の関係機関と推進委員会を組織いたしまして「早ね早おき朝

ごはん・どくしょ」市民運動を展開しているのですが、その運動の一環としまして、昨年に引

き続いて市民の集いを開催することといたしました。 

開催日時については御覧のとおりですが、１１月１日土曜日の午後１時から午後３時半にな

っています。レザンホールの中ホールで行う予定です。 

内容につきましては、二部構成になっておりまして、第一部についましては、ＮＨＫ元放送

局長の清川輝基さんにお越しいただきまして、「子どもが危ない！～『メディア漬け』が子ど

もを蝕む」という題目で御講演をいただく予定になっています。第二部につきましては、「早

ね早おき朝ごはん・どくしょ」のテーマソングであります「元気百倍！１・２・３」の体操が

ありますので、その体操について塩尻東保育園の皆さんによる披露があります。その後に創作

大型紙芝居の読み聞かせがあります。 

人の出入りの多い文化祭の日に合わせまして開催いたしますけれども、一人でも多くの方に

参加いただきたいと思いますので、ぜひ御参加お願いしたいと思います。以上です。 

百瀬委員長 ありがとうございました。よろしいですね、これは。その他、スポーツ振興課長。 

竹原スポーツ振興課長 私からは１点御報告をさせていただきます。９月１４日に中央スポーツ

公園の西庭球コートのところで大会がございまして、テニスの試合に来られた池田町の方でご
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ざいますけれども、とちの木の下に駐車をしてあった車のボンネットの上の方に、とちの実が

落下をいたしまして、その車８カ所くらいへこみを生じ、その経費を市で損害賠償という形の

対応をしなければならなくなったという経緯がございますので、本日その報告をさせていただ

くものでございます。 

書面で提出してございませんが、結果でございますけれども、一応保険会社の事例等を伺う

中で、その場合には市の方で責任が１００パーセントになりますという事例になることも伺っ

た上で、その対応に入らせていただいたということでございます。そこで本日の進み具合、進

捗状況でございますが、相手方の方も実損額４万少しになりますが、その金額だけ見ていただ

ければそれで私どもは結構ですというお話を元に、今現在、市長の 終的な決済を受けながら

すすめているところでございます。相手も、それ以上のものは何も求めているものではないと

いうことで、示談について、私どもの決済の段階まできておりますので、そんな御報告をさせ

ていただきたいということでございます。 

  その後の対応でございますが、事故の 終的な示談がまとまりましたということで、１２月

の議会の時には専決で報告、こんな具合で終了させていただきたいと思います。それが１点ご

ざいまして教育委員会へもご迷惑をかける時もございますので、この場を借りて御報告をさせ

ていただくものでございます。以上でございます。 

百瀬委員長 ありがとうございました。何かございますか。 

丸山職務代理 今から間に合うかどうかわからないのですが、今度の「早ね早おき朝ごはん・ど

くしょ」市民の集いの清川先生ですけれども、「テレビに子守をさせるな」ということで、ノ

ーテレビデーを提唱していて、メディアが小さな子どもに与える影響というものを非常に早く

から警鐘している先生なので、できれば読書とかそういうことよりも、小さい子どもを持つお

母さん、保育園とかこれから子どもを産もうと思っているお母さんとか、そういうところにぜ

ひお話を聞かせてあげたいと思っています。けれどもこれを読むと、どうしても全体の読書啓

発という企画に流れているような感じがするので、そちらの方の声がけといいますか、託児を

しっかりしてぜひ聞いてもらいたいという、そういうお話も。聞けば、前に池田町もそうです

が保育園の親が先生を呼んでスイッチを切る運動、ノーテレビデーをはじめたきっかけの先生

でもあるので、子どもが大きくなってしまって今更聞いてもという方々では仕方がないので、

お願いしたいと思います。間に合うところで結構ですが。 

百瀬委員長 よろしくお願いします。 

柳澤家庭教育室主任 一応託児については計画しておりまして、今希望の方にはお電話いただい

ております。チラシは保育園、幼稚園へ配布しておきました。 

百瀬委員長 とちの実対策も考えなければいけませんね。御苦労様です。 

  後はよろしいですか。それでは以上で本日の議案は全て終了しましたので、これをもちまし

て１０月の定例教育委員会を終了いたします。どうもお疲れでございました。 

 

○ 午後１２時０５分に閉会する。 

以上 
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